
JP 5100178 B2 2012.12.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シートクッションの前部の内部において、
シートクッションの強度部材に取付けた支軸より車両後方側にシートクッションの幅方向
に延びる受止部材を配設し、
支軸より車両前方でかつ支軸より上方にシートクッションの幅方向に延びる慣性マスを配
設し、
支軸にて中間部が回動自在に枢支された連結部材で受止部材と慣性マスを連結し、
かつ受止部材と慣性マスの間に車両上方側に凸する湾曲状のパネルを配設したことを特徴
とする自動車用シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は自動車用シートに関し、特に自動車の急減速時に乗員の前方への移動を確実に
抑制するようにした自動車用シートに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車が急減速した場合に、乗員が慣性によって前方に移動するのを防止するた
めの手段としてシートベルトが設けられている。しかし、乗員の腰部がシートクッション
に沈み込みながら前方に移動するのに対して有効に作用しないことがあるという問題があ
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る。そこで、シートクッションに正規着座状態で乗員の腰部の前部に位置するようにパイ
プなどのクロス部材をシートクッションの横幅方向にかけ渡して配設し、乗員の腰部をこ
のクロス部材で受け止めて前方移動を抑制することも提案されている。しかし、シートク
ッションの前部にクロス部材を配設すると、乗員の座り心地が悪くなり、ドライブの快適
性を阻害するという問題があり、一方座り心地に影響しない位置までクロス部材の配置位
置を下げると、乗員の前方移動防止効果が得られなくなるという問題がある。
【０００３】
　そこで、シートクッション内の前部にシートクッション上昇手段を配設し、車両急減速
時の乗員の腰部の移動によって移動する部材を設け、その部材移動に連動してシートクッ
ション上昇手段を作動させてシートクッションの前端部を上昇させるようにしたものが提
案されている（特許文献１参照。）。
【０００４】
　また、通常はクロス部材を低い位置に配置し、衝突時にセンサ等で感知してガス発生手
段を内蔵した動力発生装置を作動させ、適宜リンク機構などの連動手段を介してクロス部
材を上方に持ち上げるようにしたものも知られている（例えば、特許文献２参照。）。
【０００５】
　また、本出願人は先に、シートクッションの内部に左右方向に延びる受止部を上下方向
に移動自在に支持した状態で配設するとともに、受止部を上方に付勢する手段を設け、急
減速時に慣性によって作動するロック部材にて受止部の下方移動を阻止することで、受止
部にて乗員の前方移動を受け止めるようにしたものを提案している（例えば、特許文献３
参照。）。
【０００６】
　さらに、本出願人は先に、図７に示すように、シートクッション４１の前部の内部にお
いて、シートクッション４１の内部の強度部材であるフレーム部４２に取付けた支軸４３
より車両後方側に、シートクッション４１の幅方向に延びる受止部材４５を配設し、支軸
４３より車両前方でかつ支軸より上方に、慣性マス４６を配設し、支軸４３にて中間部が
回動自在に枢支された連結部材４４で受止部材４５と慣性マス４６を連結したものを提案
している（例えば、特許文献４参照。）。
【特許文献１】特開平５－２３８２９７号公報
【特許文献２】特開２０００－１１３６号公報
【特許文献３】国際公開第０２／０６６２８５号パンフレット
【特許文献４】国際公開第２００５／０７３０１７号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところが、特許文献１に開示された構成では、構成が複雑であるためコスト高になると
ともに、乗員の腰部の移動によって移動する部材を設ける必要があるため座り心地に影響
があるという問題がある。また、特許文献２に開示された構成では、クロス部材を所要時
に強制的に持ち上げるための機構やその駆動手段などが必要であるため、同じく装置が複
雑となってコスト高になるとともに、重量面でも重くなるという問題がある。
【０００８】
　また、特許文献３に開示された構成では、構成が簡単でかつ着座時に座り心地も悪くな
いが、前面衝突時に乗員の腰部が前方に移動する時に受止部材に加わる荷重の下方分力に
よって受止部材が下方に逃げてしまう恐れがあり、乗員の前方移動防止効果の安定性に不
安がある。
【０００９】
　一方、特許文献４に開示された構成では、シートクッション４１上に乗員が着座したと
きには受止部材４５に上方から押圧力が作用するので、受止部材４５は容易に下方に移動
し、異物感が緩和されて座り心地が悪化することはなく、かつ前面衝突により急減速する
と、慣性マス４６に作用する慣性力によって受止部材４５が確実に上方向に移動され、乗
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員の腰部が前方に移動しようとしても腰部がこの受止部材４５で受け止められ、乗員の前
方移動が確実に抑制される。また、押し上げ機構や駆動手段を別に設けていないので構成
が簡単で軽量・安価に構成できるという効果が発揮される。
【００１０】
　しかし、急減速時に乗員の腰部を受止部材で受け止める際の挙動についてダミーによる
検証・解析を行ったところ、急減速したときに、図８（ａ）に示すように、受止部材４５
が矢印の如く確実に上方向に移動し、急減速の早期にダミー骨盤３１の前突部３１ａが受
止部材４５で受け止められ、その前方移動が一旦抑制された後、引き続いてダミー骨盤３
１が前方に移動して、図８（ｂ）に示すように、ダミー骨盤３１の前突部３１ａが受止部
材４５を乗り越え、受止部材４５とフレーム部４２の前端パネル部４２ａとの間の空間に
嵌り込むとともに、ダミー骨盤３１の前突部３１ａの後部のくぼみ部３１ｂが受止部材４
５に嵌り込み、その後さらにダミー骨盤３１が前方に移動して、図８（ｃ）に示すように
、ダミー骨盤３１の前突部３１ａがフレーム部４２の前端パネル部４２ａ上に乗り上げる
とともに、ダミー骨盤３１の後突部３１ｃが受止部材４５で受け止められ、その後減速度
が円滑に低下して行くという挙動を示すことがあることが判明した。
【００１１】
　この間のダミーの胸部減速度（Ｇ）の時間変化を図６に実線で示す。すなわち、急減速
の早期に、図８（ａ）の状態でダミー骨盤３１が受止部材４５で受け止められ、腰部の減
速度が高まることで胸部減速度が一旦上昇した後、図８（ｂ）の状態で腰部の減速度が極
端に低下して胸部減速度も落ち込み、その後、図８（ｃ）の状態で腰部の減速度が再び高
まるとともにダミー骨盤３１がフレーム部４２の前端パネル部４２ａに押し付けられるこ
とで胸部減速度が再び上昇することになり、そのため、図６に一点鎖線で示す理想的な特
性に比べて、胸部減速度のピーク値の低減効果が十分に発揮されないという問題がある。
なお、図６には、比較のために、シートベルトだけの場合に胸部減速度の変化を破線で示
している。破線の最大ピークは、急減速の末期にダミー内部の干渉によって生じるもので
あり、非常に大きなものとなる。
【００１２】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑み、座り心地を悪化することなく、自動車が急減速し
たときに、腰部及び胸部に作用する負荷がより小さい状態で乗員の前方移動を確実に抑制
でき、かつ構成が簡単で軽量・安価に構成できる自動車用シートを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の自動車用シートは、シートクッションの前部の内部において、シートクッショ
ンの強度部材に取付けた支軸より車両後方側にシートクッションの幅方向に延びる受止部
材を配設し、支軸より車両前方でかつ支軸より上方にシートクッションの幅方向に延びる
慣性マスを配設し、支軸にて中間部が回動自在に枢支された連結部材で受止部材と慣性マ
スを連結し、かつ受止部材と慣性マスの間に車両上方側に凸する湾曲状のパネルを配設し
たものである。
【００１４】
　上記構成によれば、シートクッション上に乗員が着座して受止部材に上方から力が作用
すると、連結部材が支軸回りに揺動して受止部材が容易に下方に移動することで、異物感
が緩和されて座り心地が悪化することはなく、かつ前面衝突により急減速すると、慣性マ
スに作用する慣性力にて連結部材が支軸回りに逆方向に揺動して受止部材が上方向に移動
され、受止部材にて乗員の腰部が受け止められ、その後腰部の骨盤が受止部材を乗り越え
てもパネル上に支持されて下方に落ち込むことがないので、骨盤が受止部材を乗り越えた
ときの減速度の極端な低下と再上昇を生じず、したがって乗員の腰部及び胸部に作用する
負荷がより小さい状態で前方移動を確実に抑制することができ、しかも押し上げ機構や駆
動手段を別に設けていない簡単・軽量・安価に構成することができる。
【発明の効果】
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【００１５】
　本発明の自動車用シートによれば、受止部材が容易に下方に移動することで座り心地が
悪化することはなく、また前面衝突により急減速すると慣性力にて受止部材が上方向に移
動して乗員の腰部が受け止められかつその後受止部材を乗り越えても減速度の極端な低下
と再上昇を生じないので、乗員の腰部及び胸部に作用する負荷がより小さい状態で前方移
動を確実に抑制することができ、しかも簡単・軽量・安価に構成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の自動車用シートの一実施形態について、図１～図６を参照して説明する
。
【００１７】
　まず、本実施形態の自動車用シートにおける構成、すなわち本実施形態の要部構成の前
提になる構成について説明する。図１、図２において、１は自動車用シートのシートクッ
ション、２はシートクッション１の強度部材としての鋼板製のフレーム部で、その両側部
が左右のシートレール（図示せず）のアッパレールに取付けられている。このフレーム部
２の上部には発泡ウレタンなどのクッションパッド３が装着され、さらにその外面が外装
材（図示せず）にて被覆されている。フレーム部２の車両前後方向中間部ないし後部にお
ける両側板間の開口部には、前後方向に適当間隔をあけてクッションパッド３の下面を支
持する複数の支持ばね部材としてのＳばね４が張架されている。フレーム部２の前部にお
けるクッションパッド３の下部位置の両側板の間には、急減速時に乗員の腰部の前方への
移動を抑制する移動抑制装置５が配設され、さらにその前方の前端部にはフレーム部２の
前端パネル部２ｃが設けられている。
【００１８】
　次に、移動抑制装置５の構成について、主として図２を参照して詳細に説明する。移動
抑制装置５を取り付けるための取付板６の周縁の４箇所に折り曲げ形成された取付突片６
ａの先端部がフレーム部２の両側板２ａの溶接部２ｂに溶接にて一体固着されている。取
付板６の内側には、保持板１０が支軸ピン７と支持ピン８とストッパピン９の３本のピン
によって間隔をあけた状態で対向配設されるとともに、これらのピンのかしめによって一
体的に固着されている。これら取付板６と保持板１０の間の隙間に、連結部材１１と振子
部材１８が挟持されるように配置されている。
【００１９】
　連結部材１１は、車両側面視で略Ｕ字状又はＶ字状の凹形状で、その中間部が支軸ピン
７にて上下方向に揺動自在に軸支されている。連結部材１１は、斜め後方上方に延出され
た受止部材取付アーム部１２と斜め前方上方に延出された慣性マス取付アーム部１３とを
有している。受止部材取付アーム部１２の先端部にはシートクッション１の内側に向けて
取付片１４がＬ字状に折り曲げ形成されている。そして、左右の連結部材１１の受止部材
取付アーム部１２の取付片１４、１４間にわたってパイプ材から成る受止部材１５が横架
され、その両端部が取付片１４に溶接にて一体固着されている。これら受止部材取付アー
ム部１２と受止部材１５によって受止部が構成され、これによって受止部材１５がシート
クッション１の内部の前部で上下方向に移動自在に支持されている。
【００２０】
　また、慣性マス取付アーム部１３の先端部にはシートクッション１の内側に向けて取付
片１６がＬ字状に折り曲げ形成されている。そして、左右の連結部材１１の慣性マス取付
アーム部１３の取付片１６、１６間にわたってシートクッション１の幅方向に延びる鋼板
から成る慣性マス１７が横架され、その両端部が取付片１６に溶接にて一体固着されてい
る。かくして、受止部材１５と支軸ピン７と慣性マス１７は、車両側面視でそれらを結ぶ
線が略Ｕ字状又はＶ字状の凹形状となるように配設され、本実施形態では連結部材１１が
その線に沿った形状とされている。
【００２１】
　振子部材１８は、連結部材１１の後方に配置されるとともに、支持ピン８によってその



(5) JP 5100178 B2 2012.12.19

10

20

30

40

50

下端部が前後に揺動自在に枢支されている。また、この振子部材１８を後方に揺動付勢す
るばね１９が、振子部材１８の上部後端と保持板１０の後端に形成したばね掛け穴１０ａ
との間に介装されている。また、フレーム部２の両側板２ａから振子部材１８の後方揺動
端を規制するストッパ片２０が延出されている。
【００２２】
　受止部材取付アーム部１２の下部は後方に延出され、その後端縁が支軸ピン７の軸心を
中心とする円弧状に形成されるとともに、係合歯列２１が形成されている。また、振子部
材１８の前縁上部に、前方に揺動したときに係合歯列２１に噛み合う噛み合い歯２２が形
成され、これら係合歯列２１と噛み合い歯２２にて受止部材取付アーム部１２の上方揺動
は許容するが、下方揺動を阻止するラチェット機構が構成されている。かくして、急減速
時には、振子部材１８が慣性力で前方に揺動して噛み合い歯２２が揺動アーム１１の受止
部材取付アーム部１２の係合歯列２１に係合し、受止部材１５の下方移動が阻止される。
【００２３】
　また、支軸ピン７の内側端に突出した突軸部７ａの回りにねじりばね２３が配設され、
その一端２３ａが受止部材取付アーム部１２の取付片１４の下縁に係合され、他端２３ｂ
が取付板６の上縁に係合されており、このねじりばね２３にて受止部材１５が上方に揺動
付勢されている。また、受止部材１５の上方前方の揺動端は、受止部材取付アーム部１２
の前端縁がストッパピン９に当接することによって規制されている。
【００２４】
　なお、図１において、３０はシートクッション１上に着座した乗員に想定されるダミー
であり、３１はその腰部のダミー骨盤である。
【００２５】
　以上の基本構成の移動抑制装置５において、本実施形態では、図３、図４に詳細に示す
ように、受止部材１５と慣性マス１７の間に、それらの上端間を滑らかな曲面で繋ぐパネ
ル２５が配置されている。パネル２５は、受止部材１５と慣性マス１７の車幅方向の略全
長に相当する幅寸法を有する鋼板又は合成樹脂板にて構成され、その前端部２５ａが慣性
マス１７の上面に重ねられて適所がねじ２６ａとナット２６ｂで締結固定され、後端部２
５ｂが受止部材１５の上部外周に沿うように円弧状に曲げられ、適所がねじ２７にて締結
固定されている。なお、パネル２５は、乗員の腰部の骨盤が当たる車軸方向中央部分にの
み配設してもよい。
【００２６】
  以上の構成によれば、自動車用シートのシートクッション１上に乗員が座ったときや乗
員がペダル操作した時には、クッションパッド３が圧縮されながら下方に変位する。それ
に伴って、受止部材１５が、図１に仮想線で示す状態から実線で示すように、下方に押圧
され、連結部材１１がねじりばね２３の付勢力に抗して容易に揺動することによって、受
止部材１５は円滑に下方に移動し、そのため乗員が違和感を感じたり、座り心地が悪化す
るようなことはない。また、乗員が着座した時に、その大腿部を受ける面積がパネル２５
によって増えるために、さらに違和感を低減することができる。また、振子部材１８は引
張ばね１９の付勢力で後方に移動付勢されていて前方に揺動することはないので、通常使
用時に不測に受止部材１５の下降動作が阻止されて座り心地が悪化するようなこともない
。
【００２７】
　また、ねじりばね２３にて上方に揺動付勢された受止部材１５がＳばね４と同様の機能
を奏し、これら受止部材１５とＳばね４にて比較的薄いクッションパッド３を介して乗員
の腰部を支持するようにしているので、乗員の腰部全体を快適なクッション性を持って支
持することができる。
【００２８】
　一方、自動車が前面衝突して急減速が発生したときには、まず初期段階で、図１に実線
で示した状態から、振子部材１８が慣性力によって引張ばね１９の付勢力に抗して支持ピ
ン８回りに前方に揺動し、その噛み合い歯２２が受止部材取付アーム部１２の係合歯列２
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１に噛み合い、受止部材取付アーム部１２の下方への揺動に対するロックが開始され、受
止部材１５の下方移動が阻止される。その状態でさらに、受止部材１５に作用する慣性力
によって受止部材１５を前方上方に押し上げる力が作用するとともに、慣性マス１７に作
用する慣性力によって慣性マス１７が前方に向けて移動するのに連動して受止部材１５を
前方上方に押し上げる力が付加され、受止部材１５がさらに強く前方上方に押し上げられ
る。さらに、パネル２５も慣性マス１７と同様に機能し、その慣性力も受止部材１５を前
方上方に押し上げる力として作用する。
【００２９】
　かくして、乗員に相当するダミー３０の例で説明すると、急減速によってダミー３０の
腰部が前方に移動しようとしても、ダミー骨盤３１が受止部材１５によって確実に受け止
められ、受止部材１５にてダミー３０の前方移動が確実に防止される。また、急減速時に
乗員の腰部が前方に移動しようとして受止部材１５に後方から前向きに力が加わると、受
止部材１５を上方に向けて揺動させる分力が作用するため、受止部材１５によってダミー
３０の腰部の前方移動をさらに確実に抑制することができる。
【００３０】
　さらに、急減速の中・後期に、ダミー骨盤３１の前突部３１ａが受止部材４５を乗り越
えても、図５に示すように、乗り越えたダミー骨盤３１の前突部３１ａがパネル２５にて
支持される。また、ダミー骨盤３１の前突部３１ａがさらに前方に移動したとしても、パ
ネル２５からフレーム部２の前端パネル部２ｃに円滑に乗り移る。したがって、図８（ｂ
）に示したように、ダミー骨盤３１のくぼみ部３１ｂが受止部材４５に嵌り込んで、図６
に実線で示したように、腰部の減速度が極端に低下して胸部減速度も落ち込み、その後再
度大きく上昇するようなことがなく、図６に一点鎖線で示したように、減速度をほぼ維持
した状態で減速が継続され、減速度の大きなピークを発生させることなく衝突エネルギー
が効率良く吸収される。また、パネル２５の板厚や形状を選択することで、腰部の減速度
をある程度制御することも可能となる。かくして、乗員の腰部及び胸部に作用する負荷が
より小さい状態で前方移動を確実に抑制することができる。
【００３１】
　また、以上の構成によれば、従来例のような押し上げ機構や駆動手段を別に設けていな
いので構成が簡単で軽量・安価に構成できる。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明は、座り心地が悪化することなく、前面衝突により急減速したときに乗員の腰部
の前方移動を受止部材にて受け止めるとともに受止部材を乗り越えても減速度の極端な低
下と再上昇を無くし、腰部及び胸部に作用する負荷がより小さい状態で乗員が前方に移動
するのを確実に抑制できるので、自動車用シートの安全機構に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の自動車用シートの一実施形態の概略構成を示す縦断側面図である。
【図２】同実施形態に適用した移動抑制装置の基本構成の分解部分斜視図である。
【図３】同移動抑制装置の要部の構成を示す縦断側面図である。
【図４】同移動抑制装置の要部の構成を示す部分斜視図である。
【図５】同移動抑制装置による急減速時における中・後期の状態の要部構成を示す縦断側
面図である。
【図６】同実施形態と従来例において、衝突時にダミー胸部が受ける減速度の時間変化を
示したグラフである。
【図７】従来例の移動抑制装置の要部構成を示す縦断側面図である。
【図８】従来例の移動抑制装置における急減速時の挙動を示す縦断側面図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　シートクッション
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　２　フレーム部（強度部材）
　５　移動抑制装置
　７　支軸ピン（支軸）
　１１　連結部材
　１５　受止部材
　１７　慣性マス
　２５　パネル

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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